
ページ 編 章 節 条 項
項
以
下

編章節条
（項目見出し）

現行条文 編 章 節 条 項
項
以
下

編章節条
（項目見出し）

新条文 改訂理由

1 0 0 0 0 1 第1編 共 通 編 1 0 0 0 0 1 第1編 共 通 編
1 1 0 0 0 1 　第1章 総　則 1 1 0 0 0 1 　第1章 総　則
1 1 1 0 0 1 　　第1節 総　則 1 1 1 0 0 1 　　第1節 総　則
1 1 1 3 0 1 　　　1-1-1-3 設計図書の照査等 1 1 1 3 0 1 　　　1-1-1-3 設計図書の照査等

3

1 1 1 3 2 1 2. 受注者は、施工前及び施工途中において、約款第19条第1項第1号
から第5号に係わる設計図書の照査を行い、該当する事実の有無
を報告するとともに、事実がある場合は、監督員にその事実が確
認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならな
い。
なお、確認できる資料とは、現場地形図、設計図との対比図、取
り合い図、施工図等を含むものとする。また、受注者は監督員か
ら更に詳細な説明または書面の追加の要求があった場合は従わな
ければならない。

1 1 1 3 2 1 2. 受注者は、施工前及び施工途中において、約款第19条第1項第1号
から第5号に係わる設計図書の照査を行い、該当する事実の有無
を報告するとともに、事実がある場合は、監督員にその事実が確
認できる資料を提出し、確認を求めなければならない。
なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取
合い図、施工図等を含むものとする。また、受注者は、監督職員
から更に詳細な説明または資料の追加の要求があった場合は従わ
なければならない。
ただし、設計図書の照査範囲を超える資料の作成については、約
款第20条によるものとし、監督職員からの指示によるものとす
る。

照査範囲の明確化のため追記

1 1 1 5 0 1 　 1-1-1-5 施工計画書 1 1 1 5 0 1 　 1-1-1-5 施工計画書

4

1 1 1 5 2 1 2. 受注者は、施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合には、そ
のつど当該工事に着手する前に変更に関する事項について、変更
施工計画書を提出しなければならない。

1 1 1 5 2 1 2. 受注者は、施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合（工期や
数量等の軽微な変更は除く）には、その都度当該工事に着手する
前に変更に関する事項について、変更施工計画書を監督職員に提
出しなければならない。

最新の運用に基づき改定

1 1 1 20 0 1 　　　1-1-1-20 建設副産物 1 1 1 20 0 1 　　　1-1-1-20 建設副産物

1 1 1 20 4 1 4. 受注者は、土砂、砕石または加熱アスファルト混合物を工事現場
に搬入する場合には、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に
含め監督職員に提出しなければならない。

1 1 1 20 4 1 4. 受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資
材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合に
は、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含
め監督職員に提出しなければならない。

最新の運用に基づき改定

1 1 1 20 5 1 5. 受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンク
リート塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物を工事
現場から搬出する場合には、再生資源利用促進計画を作成し、施
工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。

1 1 1 20 5 1 5. 受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンク
リート塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物等を工
事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進
計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければなら
ない。

最新の運用に基づき改定

1 1 1 36 0 1 　　　1-1-1-36 環境対策 1 1 1 36 0 1 　　　1-1-1-36 環境対策

14

1 1 1 36 4 1 4. 受注者は、工事に使用する作業船等から発生した廃油等を「海洋
汚染及び海上災害の防止に関する法律」に基づき、適切な措置を
とらなければならない。

1 1 1 36 4 1 4. 受注者は、工事に使用する作業船等から発生した廃油等を「海洋汚
染等及び海上災害の防止に関する法律」に基づき、適切な措置をと
らなければならない。

誤字の修正

1 2 0 0 0 1 　第2章 土工 1 2 0 0 0 1 　第2章 土工
1 2 4 0 0 1 　　第4節 道路土工 1 2 4 0 0 1 　　第4節 道路土工
1 2 4 1 0 1 　　　1-2-4-1 一般事項 1 2 4 1 0 1 　　　1-2-4-1 一般事項

31

1 2 4 1 3 1 3. 受注者は、盛土と橋台や横断構造物との取付け部である裏込めや
埋戻し部分は、供用開始後に構造物との間の路面の連続性を損な
わないように、適切な材料を用いて入念な締固めと排水工の施工
を行わければならない。
なお、構造物取付け部の範囲は、「道路橋示方書・同解説 Ⅳ 下
部構造編 8．9橋台背面アプローチ部」（日本道路協会、平成24
年3月）及び「道路土工－盛土工指針 4-10盛土と他の構造物との
取付け部の構造」（日本道路協会、平成22年4月）を参考とす
る。

1 2 4 1 3 1 3. 受注者は、盛土と橋台や横断構造物との取付け部である裏込めや
埋戻し部分は、供用開始後に構造物との間の路面の連続性を損な
わないように、適切な材料を用いて入念な締固めと排水工の施工
を行わければならない。
なお、構造物取付け部の範囲は、「道路橋示方書・同解説 Ⅳ 下
部構造編 7．9橋台背面アプローチ部」（日本道路協会、平成29
年11月）及び「道路土工－盛土工指針 4-10盛土と他の構造物と
の取付け部の構造」（日本道路協会、平成22年4月）を参考とす
る。

適用すべき諸基準の更新

1 3 0 0 0 1 　第3章 無筋・鉄筋コンクリート 1 3 0 0 0 1 　第3章 無筋・鉄筋コンクリート
1 3 1 0 0 1 　　第1節 適用 1 3 1 0 0 1 　　第1節 適用

36

1 3 1 3 0 1 3． 受注者は、コンクリートの施工にあたり、設計図書に定めのない
事項については、「コンクリート標準示方書（施工編）」（土木
学会 、平成25年3月）のコンクリートの品質の規定による。これ
以外による場合は、施工前に、設計図書に関して監督員の承諾を
得なければならない。

1 3 1 3 0 1 3． 受注者は、コンクリートの施工にあたり、設計図書に定めのない
事項については、「コンクリート標準示方書（施工編）」（土木
学会 、平成30年3月）のコンクリートの品質の規定による。これ
以外による場合は、施工前に、設計図書に関して監督員の承諾を
得なければならない。

適用すべき諸基準の更新

新潟県土木工事標準仕様書（その１）　新旧対象表
現行条文（平成29年版） 新条文（平成30年版）
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ページ 編 章 節 条 項
項
以
下

編章節条
（項目見出し）

現行条文 編 章 節 条 項
項
以
下

編章節条
（項目見出し）

新条文 改訂理由

新潟県土木工事標準仕様書（その１）　新旧対象表
現行条文（平成29年版） 新条文（平成30年版）

1 3 2 0 0 1 　　第2節 適用すべき諸基準 1 3 2 0 0 1 　　第2節 適用すべき諸基準

36

1 3 1 1 0 1 1． 受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以
下の基準類による。これにより難い場合には、監督員の承諾を得
なければならない。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図
書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員と協議しなけ
ればならない。
土木学会コンクリート標準示方書（施工編）（平成25年3月）
土木学会コンクリート標準示方書（設計編）（平成25年3月）

1 3 1 1 0 1 1． 受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以
下の基準類による。これにより難い場合には、監督員の承諾を得
なければならない。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図
書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員と協議しなけ
ればならない。
土木学会コンクリート標準示方書（施工編）（平成30年3月）
土木学会コンクリート標準示方書（設計編）（平成30年3月）

適用すべき諸基準の更新

1 3 7 0 0 1 　　第7節 鉄筋工 1 3 7 0 0 1 　　第7節 鉄筋工
1 3 7 3 0 1 　　　1-3-7-3 加工 1 3 7 3 0 1 　　　1-3-7-3 加工

46

1 3 7 3 3 1 3． 受注者は、鉄筋の曲げ形状の施工にあたり、設計図書に鉄筋の曲
げ半径が示されていない場合は、「 コンクリート標準示方書
（設計編）本編第13章鉄筋コンクリートの前提、標準7編第2章鉄
筋コンクリートの前提」（土木学会、平成25年3月）の規定によ
る。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならな
い。

1 3 7 3 3 1 3． 受注者は、鉄筋の曲げ形状の施工にあたり、設計図書に鉄筋の曲
げ半径が示されていない場合は、「 コンクリート標準示方書
（設計編）本編第13章鉄筋コンクリートの前提、標準7編第2章鉄
筋コンクリートの前提」（土木学会、平成30年3月）の規定によ
る。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならな
い。

適用すべき諸基準の更新

3 0 0 0 0 1 第3編 土木工事共通編 3 0 0 0 0 1 第3編 土木工事共通編
3 2 0 0 0 1 　第2章 一般施工 3 2 0 0 0 1 　第2章 一般施工
3 2 2 0 0 1 　　第2節 適用すべき諸基準 3 2 2 0 0 1 　　第2節 適用すべき諸基準

3 3 2 0 0 3 日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編）（平成29年11
月）

適用すべき諸基準の更新

3 3 2 0 0 3 日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編 Ⅱ鋼橋編）（平
成24年3月）

3 3 2 0 0 4 日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅱ鋼橋・鋼部材編）（平
成29年11月）

適用すべき諸基準の更新

3 3 2 0 0 4 日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編 Ⅳ下部構造編）
（平成24年3月）

3 3 2 0 0 5 日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅳ下部構造編）（平成29
年11月）

適用すべき諸基準の更新

3 2 3 0 0 1 第3節 共通的工種 3 2 3 0 0 1 第3節 共通的工種
3 2 3 13 0 1 　　3-2-3-13 ポストテンション桁製作工 3 2 3 13 0 1 　　3-2-3-13 ポストテンション桁製作工
3 2 3 13 3 1 PC緊張の施工については、以下の規定によるものとする。 3 2 3 13 3 1 PC緊張の施工については、以下の規定によるものとする。

95

3 2 3 13 3 12 (8) プレストレッシングの施工は、「道路橋示方書・同解説（Ⅲコン
クリート橋編）20.8 PC鋼材工及び緊張工」（日本道路協会、平
成24年3月）に基づき管理するものとし、順序、緊張力、PC鋼材
の抜出し量、緊張の日時、コンクリートの強度等の記録を整備及
び保管し、監督職員または検査職員から請求があった場合は速や
かに提示しなければならない。

3 2 3 13 3 12 (8) プレストレッシングの施工は、「道路橋示方書・同解説（Ⅲコン
クリート橋・コンクリート部材編）17.11 PC鋼材工及び緊張工」
（日本道路協会、平成29年11月）に基づき管理するものとし、順
序、緊張力、PC鋼材の抜出し量、緊張の日時、コンクリートの強
度等の記録を整備及び保管し、監督職員または検査職員から請求
があった場合は速やかに提示しなければならない。

適用すべき諸基準の更新

4 0 0 0 0 1 第4編 河川編 4 0 0 0 0 1 第4編 河川編
4 4 0 0 0 1 　第4章 水門 4 4 0 0 0 1 　第4章 水門
4 4 2 0 0 1 　　第2節 適用すべき諸基準 4 4 2 0 0 1 　　第2節 適用すべき諸基準

4 4 2 0 0 5 日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編）（平成29年11
月）

適用すべき諸基準の更新

4 4 2 0 0 5 日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編 Ⅱ鋼橋編）（平
成24年3月）

4 4 2 0 0 6 日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅱ鋼橋・鋼部材編）（平
成29年11月）

適用すべき諸基準の更新

4 4 2 0 0 6 日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編 Ⅲコンクリート
橋編）（平成24年3月）

4 4 2 0 0 7 日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅲコンクリート橋・コン
クリート部材編）（平成29年11月）

適用すべき諸基準の更新

4 4 2 0 0 7 日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編 Ⅳ下部構造編）
（平成24年3月）

4 4 2 0 0 8 日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅳ下部構造編）（平成29
年11月）

適用すべき諸基準の更新

84
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ページ 編 章 節 条 項
項
以
下

編章節条
（項目見出し）

現行条文 編 章 節 条 項
項
以
下

編章節条
（項目見出し）

新条文 改訂理由

新潟県土木工事標準仕様書（その１）　新旧対象表
現行条文（平成29年版） 新条文（平成30年版）

4 5 0 0 0 1 　第5章 堰 4 5 0 0 0 1 　第5章 堰
4 5 2 0 0 1 　　第2節 適用すべき諸基準 4 5 2 0 0 1 　　第2節 適用すべき諸基準

4 5 2 0 0 6 日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編）（平成29年11
月）

適用すべき諸基準の更新

4 5 2 0 0 6 日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編 Ⅱ鋼橋編）（平
成24年3月）

4 5 2 0 0 7 日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅱ鋼橋・鋼部材編）（平
成29年11月）

適用すべき諸基準の更新

4 5 2 0 0 7 日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編 Ⅲコンクリート
橋編）（平成24年3月）

4 5 2 0 0 8 日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅲコンクリート橋・コン
クリート部材編）（平成29年11月）

適用すべき諸基準の更新

4 5 2 0 0 8 日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編 Ⅳ下部構造編）
（平成24年3月）

4 5 2 0 0 9 日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅳ下部構造編）（平成29
年11月）

適用すべき諸基準の更新

6 0 0 0 0 1 第6編 砂防編 6 0 0 0 0 1 第6編 砂防編
6 1 0 0 0 1 　第1章 砂防堰堤 6 1 0 0 0 1 　第1章 砂防堰堤
6 1 2 0 0 1 　　第2節 適用すべき諸基準 6 1 2 0 0 1 　　第2節 適用すべき諸基準
6 1 2 0 0 4 土木学会　コンクリート標準示方書（施工編）（平成25年3月） 土木学会　コンクリート標準示方書（施工編）（平成30年3月） 適用すべき諸基準の更新

3 3 2 0 0 5 日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編）（平成29年11
月）

適用すべき諸基準の更新

6 1 2 0 0 5 日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編 Ⅱ鋼橋編）（平
成24年3月）

3 3 2 0 0 6 日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅱ鋼橋・鋼部材編）（平
成29年11月）

適用すべき諸基準の更新

8 0 0 0 0 1 第8編 道路編 8 0 0 0 0 1 第8編 道路編
8 1 0 0 0 1 　第1章 道路改良 8 1 0 0 0 1 　第1章 道路改良
8 1 2 0 0 1 　　第2節 適用すべき諸基準 8 1 2 0 0 1 　　第2節 適用すべき諸基準

8 1 2 0 0 21 日本みち研究所 補訂版道路のデザイン－道路デザイン指針
（案）とその解説－ （平成29年11月）

適用すべき諸基準の追加

8 1 2 0 0 22 日本みち研究所 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン （平
成29年11月）

適用すべき諸基準の追加

8 1 12 0 0 1     第12節 遮音壁工 8 1 12 0 0 1     第12節 遮音壁工
8 1 12 2 0 1 　　8-1-12-2 材料 8 1 12 2 0 1 　　8-1-12-2 材料

350

3. 背面板（受音板）の材料は、JIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板及
び鋼帯）に規定する溶融亜鉛めっき鋼板 SPG 3S または、これと
同等以上の品質を有するものとする。

3. 背面板（受音板）の材料は、JIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板及
び鋼帯）に規定する溶融亜鉛めっき鋼板 SGH、SGC または、これ
と同等以上の品質を有するものとする。

JIS G 3302の改定による鋼材規格名称
の変更

8 2 0 0 0 1 　第2章 舗装 8 2 0 0 0 1 　第2章 舗装

8 2 2 0 0 1 　　第2節 適用すべき諸基準 8 2 2 0 0 1 　　第2節 適用すべき諸基準

8 2 2 0 0 23 日本みち研究所 補訂版道路のデザイン－道路デザイン指針
（案）とその解説－ （平成29年11月）

適用すべき諸基準の追加

8 2 2 0 0 24 日本みち研究所 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン （平
成29年11月）

適用すべき諸基準の追加

8 2 8 0 0 1 第8節 防護柵工 8 2 8 0 0 1 第8節 防護柵工
8 2 8 1 0 1 10-2-8-1 一般事項 8 2 8 1 0 1 10-2-8-1 一般事項

355

8 2 8 1 3 1 3. 受注者は、防護柵工の施工にあたって、「防護柵の設置基準・同
解説4-1．施工の規定」（日本道路協会、平成20年1月改訂）、
「道路土工要綱 第5章施工計画」（日本道路協会、平成21年6
月）の規定及び第3編3-2-3-8路側防護柵工、3-2-3-7防止柵工の
規定による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なけれ
ばならない。

8 2 8 1 3 1 3. 受注者は、防護柵工の施工にあたって、「防護柵の設置基準・同
解説4-1．施工の規定」（日本道路協会、平成28年12月改訂）、
「道路土工要綱 第5章施工計画」（日本道路協会、平成21年6
月）の規定及び第3編3-2-3-8路側防護柵工、3-2-3-7防止柵工の
規定による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なけれ
ばならない。

誤字の修正

248

299

344

351
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ページ 編 章 節 条 項
項
以
下

編章節条
（項目見出し）

現行条文 編 章 節 条 項
項
以
下

編章節条
（項目見出し）

新条文 改訂理由

新潟県土木工事標準仕様書（その１）　新旧対象表
現行条文（平成29年版） 新条文（平成30年版）

8 3 0 0 0 1 　第3章 橋梁下部 8 3 0 0 0 1 　第3章 橋梁下部
8 3 2 0 0 1 　　第2節 適用すべき諸基準 8 3 2 0 0 1 　　第2節 適用すべき諸基準

8 3 2 0 0 3 日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編）（平成29年11
月）

適用すべき諸基準の更新

8 3 2 0 0 3 日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編 Ⅱ鋼橋編）（平
成24年3月）

8 3 2 0 0 4 日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅱ鋼橋・鋼部材編）（平
成29年11月）

適用すべき諸基準の更新

8 3 2 0 0 4 日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編 Ⅳ下部構造編）
（平成24年3月）

8 3 2 0 0 5 日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅳ下部構造編）（平成29
年11月）

適用すべき諸基準の更新

8 3 2 0 0 5 日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅴ耐震設計編）（平成24
年3月）

8 3 2 0 0 6 日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅴ耐震設計編）（平成29
年11月）

適用すべき諸基準の更新

8 3 2 0 0 18 日本みち研究所 補訂版道路のデザイン－道路デザイン指針
（案）とその解説－ （平成29年11月）

適用すべき諸基準の追加

8 3 2 0 0 19 日本みち研究所 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン （平
成29年11月）

適用すべき諸基準の追加

8 3 8 0 0 1     第8節 鋼製橋脚工 8 3 8 0 0 1     第8節 鋼製橋脚工
8 3 8 10 0 1      8-3-8-10 橋脚架設工 8 3 8 10 0 1      8-3-8-10 橋脚架設工

367

8 3 8 10 1 1 1. 受注者は、橋脚架設工の施工については、第3編3-2-13-3架設工
（クレーン架設）、「道路橋示方書・同解説（Ⅱ鋼橋編）第18章
施工」（日本道路協会、平成24年3月）の規定による。これ以外
の施工方法による場合は、設計図書に関して監督職員の承諾を得
なければならない。

8 3 8 10 1 1 1. 受注者は、橋脚架設工の施工については、第3編3-2-13-3架設工
（クレーン架設）、「道路橋示方書・同解説（Ⅱ鋼橋・鋼部材
編）第20章施工」（日本道路協会、平成29年11月）の規定によ
る。これ以外の施工方法による場合は、設計図書に関して監督職
員の承諾を得なければならない。

適用すべき諸基準の更新

8 3 8 11 0 1      8-3-8-11 現場継手工 8 3 8 11 0 1      8-3-8-11 現場継手工

367

8 3 8 11 1 1 2. 受注者は、現場継手工の施工については、「道路橋示方書・同解
説（Ⅱ鋼橋編）第18章施工」（日本道路協会、平成24年3月）、
「鋼道路橋施工便覧Ⅲ現場施工編第3章架設」（日本道路協会、
平成27年3月）の規定による。これ以外による場合は、設計図書
に関して監督職員の承諾を得なければならない。

8 3 8 11 1 1 2. 受注者は、現場継手工の施工については、「道路橋示方書・同解
説（Ⅱ鋼橋・鋼部材編）第20章施工」（日本道路協会、平成29年
11月）、「鋼道路橋施工便覧Ⅲ現場施工編第3章架設」（日本道
路協会、平成27年3月）の規定による。これ以外による場合は、
設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。

適用すべき諸基準の更新

8 4 0 0 0 1 　第4章 鋼橋上部 8 4 0 0 0 1 　第4章 鋼橋上部
8 4 2 0 0 1 　　第2節 適用すべき諸基準 8 4 2 0 0 1 　　第2節 適用すべき諸基準

8 4 2 0 0 3 日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編）（平成29年11
月）

適用すべき諸基準の更新

8 4 2 0 0 3 日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編 Ⅱ鋼橋編）（平
成24年3月）

8 4 2 0 0 4 日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅱ鋼橋・鋼部材編）（平
成29年11月）

適用すべき諸基準の更新

8 4 2 0 0 4 日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅴ耐震設計編）（平成24
年3月）

8 4 2 0 0 5 日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅴ耐震設計編）（平成29
年11月）

適用すべき諸基準の更新

8 4 2 0 0 10 日本道路協会 防護柵の設置基準・同解説 （平成20年1月） 8 4 2 0 0 11 日本道路協会 防護柵の設置基準・同解説 （平成28年12月） 適用すべき諸基準の更新

8 4 2 0 0 16 日本みち研究所 補訂版道路のデザイン－道路デザイン指針
（案）とその解説－ （平成29年11月）

適用すべき諸基準の追加

8 4 2 0 0 17 日本みち研究所 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン （平
成29年11月）

適用すべき諸基準の追加

8 5 0 0 0 1 　第5章 コンクリート橋上部 8 5 0 0 0 1 　第5章 コンクリート橋上部
8 5 2 0 0 1 　　第2節 適用すべき諸基準 8 5 2 0 0 1 　　第2節 適用すべき諸基準

8 5 2 0 0 3 日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編）（平成29年11
月）

適用すべき諸基準の更新

8 5 2 0 0 3 日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編 Ⅲコンクリート
橋編）（平成24年3月）

8 5 2 0 0 4 日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅲコンクリート橋・コン
クリート部材編）（平成29年11月）

適用すべき諸基準の更新

8 5 2 0 0 4 日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅴ耐震設計編）（平成24
年3月）

8 5 2 0 0 5 日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅴ耐震設計編）（平成29
年11月）

適用すべき諸基準の更新

8 5 2 0 0 9 日本道路協会 防護柵の設置基準・同解説 （平成20年1月） 8 5 2 0 0 10 日本道路協会 防護柵の設置基準・同解説 （平成28年12月） 適用すべき諸基準の更新

8 3 2 0 0 14 日本みち研究所 補訂版道路のデザイン－道路デザイン指針
（案）とその解説－ （平成29年11月）

適用すべき諸基準の追加

8 3 2 0 0 15 日本みち研究所 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン （平
成29年11月）

適用すべき諸基準の追加

8 6 0 0 0 1 　第6章 トンネル（NATM） 8 6 0 0 0 1 　第6章 トンネル（NATM）
8 6 2 0 0 1 　　第2節 適用すべき諸基準 8 6 2 0 0 1 　　第2節 適用すべき諸基準

8 3 2 0 0 18 日本みち研究所 補訂版道路のデザイン－道路デザイン指針
（案）とその解説－ （平成29年11月）

適用すべき諸基準の追加

8 3 2 0 0 19 日本みち研究所 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン （平
成29年11月）

適用すべき諸基準の追加

376

377

389

363

362

370
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ページ 編 章 節 条 項
項
以
下

編章節条
（項目見出し）

現行条文 編 章 節 条 項
項
以
下

編章節条
（項目見出し）

新条文 改訂理由

新潟県土木工事標準仕様書（その１）　新旧対象表
現行条文（平成29年版） 新条文（平成30年版）

8 7 0 0 0 1 　第7章 コンクリートシェッド 8 7 0 0 0 1 　第7章 コンクリートシェッド
8 7 2 0 0 1 　　第2節 適用すべき諸基準 8 7 2 0 0 1 　　第2節 適用すべき諸基準

8 7 2 0 0 3 日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編）（平成29年11
月）

適用すべき諸基準の更新

8 7 2 0 0 3 日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編 Ⅲコンクリート
橋編）（平成24年3月）

8 7 2 0 0 4 日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅲコンクリート橋・コン
クリート部材編）（平成29年11月）

適用すべき諸基準の更新

8 7 2 0 0 4 日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編 Ⅳ下部構造編）
（平成24年3月）

8 7 2 0 0 5 日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅳ下部構造編）（平成29
年11月）

適用すべき諸基準の更新

8 7 2 0 0 5 日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅴ耐震設計編）（平成24
年3月）

8 7 2 0 0 6 日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅴ耐震設計編）（平成29
年11月）

適用すべき諸基準の更新

8 7 2 0 0 14 土木学会コンクリート標準示方書（設計編）（平成25年3月） 8 7 2 0 0 14 土木学会コンクリート標準示方書（設計編）（平成30年3月） 適用すべき諸基準の更新

8 7 2 0 0 15 土木学会コンクリート標準示方書（施工編）（平成25年3月） 8 7 2 0 0 15 土木学会コンクリート標準示方書（施工編）（平成30年3月） 適用すべき諸基準の更新

8 7 2 0 0 21 日本みち研究所 補訂版道路のデザイン－道路デザイン指針
（案）とその解説－ （平成29年11月）

適用すべき諸基準の追加

8 7 2 0 0 22 日本みち研究所 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン （平
成29年11月）

適用すべき諸基準の追加

8 8 0 0 0 1 　第8章 鋼製シェッド 8 8 0 0 0 1 　第8章 鋼製シェッド
8 8 2 0 0 1 　　第2節 適用すべき諸基準 8 8 2 0 0 1 　　第2節 適用すべき諸基準

8 8 2 0 0 3 日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編）（平成29年11
月）

適用すべき諸基準の更新

8 8 2 0 0 3 日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編 Ⅱ鋼橋編）（平
成24年3月）

8 8 2 0 0 4 日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅱ鋼橋・鋼部材編）（平
成29年11月）

適用すべき諸基準の更新

8 8 2 0 0 4 日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編 Ⅳ下部構造編）
（平成24年3月）

8 8 2 0 0 5 日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅳ下部構造編）（平成29
年11月）

適用すべき諸基準の更新

8 8 2 0 0 5 日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅴ耐震設計編）（平成24
年3月）

8 8 2 0 0 6 日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅴ耐震設計編）（平成29
年11月）

適用すべき諸基準の更新

8 8 2 0 0 23 日本みち研究所 補訂版道路のデザイン－道路デザイン指針
（案）とその解説－ （平成29年11月）

適用すべき諸基準の追加

8 8 2 0 0 24 日本みち研究所 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン （平
成29年11月）

適用すべき諸基準の追加

8 9 0 0 0 1 　第9章 地下横断歩道 8 9 0 0 0 1 　第9章 地下横断歩道
8 9 2 0 0 1 　　第2節 適用すべき諸基準 8 9 2 0 0 1 　　第2節 適用すべき諸基準

8 9 2 0 0 6 日本みち研究所 補訂版道路のデザイン－道路デザイン指針
（案）とその解説－ （平成29年11月）

適用すべき諸基準の追加

8 9 2 0 0 7 日本みち研究所 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン （平
成29年11月）

適用すべき諸基準の追加

8 10 0 0 0 1 　第10章 地下駐車場 8 10 0 0 0 1 　第10章 地下駐車場
8 10 2 0 0 1 　　第2節 適用すべき諸基準 8 10 2 0 0 1 　　第2節 適用すべき諸基準

8 10 2 0 0 6 日本みち研究所 補訂版道路のデザイン－道路デザイン指針
（案）とその解説－ （平成29年11月）

適用すべき諸基準の追加

8 10 2 0 0 7 日本みち研究所 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン （平
成29年11月）

適用すべき諸基準の追加

8 11 0 0 0 1 　第11章 共同溝 8 11 0 0 0 1 　第11章 共同溝
8 11 2 0 0 1 　　第2節 適用すべき諸基準 8 11 2 0 0 1 　　第2節 適用すべき諸基準

8 11 2 0 0 6 日本みち研究所 補訂版道路のデザイン－道路デザイン指針
（案）とその解説－ （平成29年11月）

適用すべき諸基準の追加

8 11 2 0 0 7 日本みち研究所 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン （平
成29年11月）

適用すべき諸基準の追加

8 12 0 0 0 1 　第12章 電線共同溝 8 12 0 0 0 1 　第12章 電線共同溝
8 12 2 0 0 1 　　第2節 適用すべき諸基準 8 12 2 0 0 1 　　第2節 適用すべき諸基準

8 12 2 0 0 4 日本みち研究所 補訂版道路のデザイン－道路デザイン指針
（案）とその解説－ （平成29年11月）

適用すべき諸基準の追加

8 12 2 0 0 5 日本みち研究所 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン （平
成29年11月）

適用すべき諸基準の追加

397
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408
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ページ 編 章 節 条 項
項
以
下

編章節条
（項目見出し）

現行条文 編 章 節 条 項
項
以
下

編章節条
（項目見出し）

新条文 改訂理由

新潟県土木工事標準仕様書（その１）　新旧対象表
現行条文（平成29年版） 新条文（平成30年版）

8 13 0 0 0 1 　第13章 道路維持 8 13 0 0 0 1 　第13章 道路維持
8 13 2 0 0 1 　　第2節 適用すべき諸基準 8 13 2 0 0 1 　　第2節 適用すべき諸基準
8 13 2 0 0 13 国土技術研究センター 景観に配慮した防護柵の整備ガイドライ

ン （平成16年5月）
適用すべき諸基準の削除

417
8 13 2 0 0 13 日本みち研究所 補訂版道路のデザイン－道路デザイン指針

（案）とその解説－ （平成29年11月）
適用すべき諸基準の追加

8 13 2 0 0 14 日本みち研究所 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン （平
成29年11月）

適用すべき諸基準の追加

8 14 0 0 0 1 　第14章 道路修繕 8 14 0 0 0 1 　第14章 道路修繕
8 14 2 0 0 1 　　第2節 適用すべき諸基準 8 14 2 0 0 1 　　第2節 適用すべき諸基準

8 14 2 0 0 12 日本みち研究所 補訂版道路のデザイン－道路デザイン指針
（案）とその解説－ （平成29年11月）

適用すべき諸基準の追加

8 14 2 0 0 13 日本みち研究所 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン （平
成29年11月）

適用すべき諸基準の追加
434
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4

７．そ の 他
(1) 工事写真
(2) 情報化施工
    10,000m3以上の土工の出来型管理については、「情報化施工技術の使用原則化について」（平成25年3月15日付け国官技第291号、国総公第133号）及び
「TSを用いた出来型管理要領（土工編）」（平成24年3月29日付け国官技第347号、国総公第85号）の規定によるものとする。

７．そ の 他
(1) 工事写真
(2) 情報化施工及び３次元データによる施工管理（参考）
    ＩＣＴ技術を試行した場合の出来型管理については、「「ＩＣＴの全面的な活用」の試行拡大について（通知）」（平成29年11月22日付け技第712号）の規定によ
るものとする。
    土工において、３次元データを用いた出来型管理を行う場合は、管理基準のほか、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、
「空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、
「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、及び「ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「地上移動体搭載型レー
ザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」または「ＲＴＫ-ＧＮＳＳを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」の規定によるものとする。ＴＳ・ＧＮＳＳで
取得した３次元データを利用して盛土の締め固め管理を行う場合は、「ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛土の締固め管理要領（案）」の規定によるものとする。
    また、舗装工において、３次元データを用いた出来型管理を行う場合は、管理基準のほか、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事
編）（案）」、「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」または「地上
移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（案）」の規定によるものとする。
    なお、ここでいう３次元データとは、工事目的物あるいは現地地形の形状を３次元空間上に再現するために必要なデータである。

準拠する要領の制定等に対応

新潟県土木工事標準仕様書（その２）　土木工事施工管理基準　新旧対象表

ページ 【現行（平成29年度）】　土木工事施工管理基準　　新潟県　平成29年 【改定案（平成30年度）】　土木工事施工管理基準　　新潟県　平成30年 改定理由



単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要 編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要

現行（平成２９年度版） 改定案
改定理由

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準 測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

新潟県土木工事標準仕様書（その２）　土木工事施工管理基準（案）　新旧対象表

基　準　高　▽ ±50
施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２箇所。
ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出
来形管理要領（土工編）（案）」また
は「ＲＴＫ-ＧＮＳＳを用いた出来形
管理要領（土工編）（案）」の規定に
より測点による管理を行う場合は、設
計図書の測点毎。基準高は掘削部の両
端で測定。

1-2-3-2 準拠する要領の制定等に対応

－200

法長－4％

２ １ 掘削工掘削工
基　準　高　▽ ±50

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２箇所。
ただし、「ＴＳを用いた出来形管理要
領（土工編）」または「ＲＴＫ-ＧＮ
ＳＳを用いた出来形管理要領（土工
編）」の規定により測点による管理を
行う場合は、設計図書の測点毎。基準
高は掘削部の両端で測定。

1-2-3-2

－200

法長－4％

２ １３
河
川
・
海
岸
・
砂
防
土
工

準拠する要領の制定等に対応

－100 －100

法長－2％

基　準　高　▽ －50

法長－2％

幅　ｗ1，ｗ2 －100

－50

－100

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。
基準高は各法肩で測定。
ただし、「ＴＳを用いた出来形管理要
領（土工編）」の規定により測点によ
る管理を行う場合は、設計図書の測点
毎。基準高は各法肩で測定。

1-2-3-3

法長ℓ

ℓ＜5ｍ

ℓ≧5ｍ

３ １ 盛土工

法長－4％

３
河
川
・
海
岸
・
砂
防
土
工

基　準　高　▽

幅　ｗ1，ｗ2

1-2-3-3

法長ℓ

ℓ＜5ｍ

ℓ≧5ｍ

法長ℓ

ℓ＜5ｍ

ℓ≧5ｍ

法長ℓ

ℓ＜5ｍ

ℓ≧5ｍ

３ １ 盛土工 施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。
基準高は各法肩で測定。
ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出
来形管理要領（土工編）（案）」また
は「ＲＴＫ-ＧＮＳＳを用いた出来形
管理要領（土工編）（案）」の規定に
より測点による管理を行う場合は、設
計図書の測点毎。基準高は各法肩で測
定。

法長－4％

1-2-4-2施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。
ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出
来形管理要領（土工編）（案）」また
は「ＲＴＫ-ＧＮＳＳを用いた出来形
管理要領（土工編）（案）」の規定に
より測点による管理を行う場合は、設
計図書の測点毎。基準高は、道路中心
線及び端部で測定。

法長ℓ

ℓ＜5ｍ －200

ℓ≧5ｍ

幅　　　ｗ －100

２ １ 掘削工
基　準　高　▽ ±50

２ １ 掘削工
基　準　高　▽ ±50

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。
ただし、「ＴＳを用いた出来形管理要
領（土工編）」の規定により測点によ
る管理を行う場合は、設計図書の測点
毎。基準高は、道路中心線及び端部で
測定。

1-2-4-2

３
４

1 路体盛土工
路床盛土工

基　準　高　▽ ±50
施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。
ただし、「ＴＳを用いた出来形管理要
領（土工編）」の規定により測点によ
る管理を行う場合は、設計図書の測点
毎。基準高は、道路中心線及び端部で
測定。

法長ℓ

ℓ＜5ｍ －200

ℓ≧5ｍ

1-2-4-3
1-2-4-4

法長ℓ

ℓ＜5ｍ －100

ℓ≧5ｍ 法長－2％

幅　　　ｗ1,ｗ2 －100

１
共
通
編

１
共
通
編

２
土
工

４
道
路
土
工

準拠する要領の制定等に対応

準拠する要領の制定等に対応４
道
路
土
工

２
土
工

1-2-4-3
1-2-4-4

法長ℓ

ℓ＜5ｍ －100

ℓ≧5ｍ 法長－2％

幅　　　ｗ1,ｗ2 －100

３
４

1 路体盛土工
路床盛土工

基　準　高　▽ ±50
施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。
ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出
来形管理要領（土工編）（案）」また
は「ＲＴＫ-ＧＮＳＳを用いた出来形
管理要領（土工編）（案）」の規定に
より測点による管理を行う場合は、設
計図書の測点毎。基準高は、道路中心
線及び端部で測定。

2＋ ｙｘｘｙ2＋ ｙｘｘｙ2＋ ｙｘｘｙ 高舗装面

2＋ ｙｘ

高舗装面2＋ ｙｘｘｙ2＋ ｙｘｘｙ2＋ ｙｘｘｙ

ｔＬ2ｔ1ｔ1ｔＬ2 22 ＋ ｙｘ 22 ＋ ｙｘ22 ＋ ｙｘ 22 ＋ ｙｘ

2＋ ｙｘ2＋ ｙｘ2＋ ｙｘ2＋ ｙｘ

ℓ
ℓ

ℓ

ℓ

2ｗ

ｗ1

ℓ

ℓ

ℓ

2ｗ

ｗ1

ℓ ℓ
ｗ

ℓ ℓ

ｗ

ℓ
ℓ

ℓ

2ｗ

ｗ1

ℓ
ℓ

ℓ

2ｗ

ｗ1

ℓ



単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

±40 ±50 ― ― ±40 ±50 ― ―

－45 －45 －15 －15 －45 －45 －15 －15

－50 －50 ― 　― －50 －50 ― 　―

－25 －30 －8 －10 －25 －30 －8 －10

－50 －50 ― ― －50 －50 ― ―

－25 －30 －8 －10 －25 －30 －8 －10

－50 －50 ― ― －50 －50 ― ―

－15 －20 －5 －7 －15 －20 －5 －7

－50 －50 ― ― －50 －50 ― ―

－9 －12 －3 －4 －9 －12 －3 －4

－25 －25 ― ― －25 －25 ― ―

－7 －9 －2 －3 －7 －9 －2 －3

－25 －25 ― ― －25 －25 ― ―

現行（平成２９年度版） 改定案

改定理由
編 章 節 条 枝番 工　　　　　種

１
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

７ １

規　格　値

測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値の
平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平均

個々の測定値
（Ｘ）

10個の測定値の
平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平均

章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所 摘　要 編

幅

準拠する要領の制定等に対応

幅 幅

厚　　さ

厚　　さ

厚　　さ

厚　　さ

3-1-6-7

3-1-6-7 準拠する要領の制定等に対応

厚　　さ 厚　　さ

７ １ アスファルト舗装工

（下層路盤工）

基準高▽

幅

3-1-6-7

アスファルト舗装工

（上層路盤工）
セメント（石灰）
安定処理工

３
土
木
工
事
共
通
編

3-1-6-7

３ アスファルト舗装工

（上層路盤工）
セメント（石灰）
安定処理工

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1,000㎡に１個の割でコアーを
採取もしくは掘り起こして測定。

工事規模の考え方
 中規模以上の工事とは、管理図等を
描いた上での管理が可能な工事をい
い、舗装施工面積が10,000m2以上ある
いは使用する基層および表層用混合物
の総使用量が、3,000ｔ以上の場合が
該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未
満
②使用する基層及び表層用混合物の総
使用量が500t以上3,000t未満
　厚さは、個々の測定値が10個に9個
以上の割合で規格値を満足しなければ
ならないとともに、10個の測定値の平
均値（Ｘ10）について満足しなければ
ならない。ただし、厚さのデータ数が
10個未満の場合は測定値の平均値は適
用しない。

3-1-6-7

基準高は延長40ｍ毎に１ヶ所の割と
し、道路中心線および端部で測定。厚
さは各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘り起こ
して測定。幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所
の割に測定。ただし、幅は設計図書の
測点によらず延長80ｍ以下の間隔で測
定することができる。

工事規模の考え方
 中規模以上の工事とは、管理図等を
描いた上での管理が可能な工事をい
い、舗装施工面積が10,000m2以上ある
いは使用する基層および表層用混合物
の総使用量が、3,000ｔ以上の場合が
該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未
満
②使用する基層及び表層用混合物の総
使用量が500t以上3,000t未満
　厚さは、個々の測定値が10個に9個
以上の割合で規格値を満足しなければ
ならないとともに、10個の測定値の平
均値（Ｘ10）について満足しなければ
ならない。ただし、厚さのデータ数が
10個未満の場合は測定値の平均値は適
用しない。

６
一
般
舗
装
工

７ ２ アスファルト舗装工

（上層路盤工）
粒度調整路盤工

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘り起
こして測定。ただし、幅は設計図書の
測点によらず延長80ｍ以下の間隔で測
定することができる。

基準高は延長40ｍ毎に１ヶ所の割と
し、道路中心線および端部で測定。厚
さは各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘り起こ
して測定。幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所
の割に測定。

工事規模の考え方
 中規模以上の工事とは、管理図等を
描いた上での管理が可能な工事をい
い、舗装施工面積が10,000m2以上ある
いは使用する基層および表層用混合物
の総使用量が、3,000ｔ以上の場合が
該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未
満
②使用する基層及び表層用混合物の総
使用量が500t以上3,000t未満
　厚さは、個々の測定値が10個に9個
以上の割合で規格値を満足しなければ
ならないとともに、10個の測定値の平
均値（Ｘ10）について満足しなければ
ならない。ただし、厚さのデータ数が
10個未満の場合は測定値の平均値は適
用しない。

２ アスファルト舗装工

（上層路盤工）
粒度調整路盤工

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘り起
こして測定。

幅

３

アスファルト舗装工
 
（加熱アスファルト
安定処理工）

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1,000㎡に１個の割でコアーを
採取して測定。ただし、幅は設計図書
の測点によらず延長80ｍ以下の間隔で
測定することができる。

3-1-6-7

幅

４ アスファルト舗装工
 
（加熱アスファルト
安定処理工）

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1,000㎡に１個の割でコアーを
採取して測定。

3-1-6-7

幅

３
土
木
工
事
共
通
編

アスファルト舗装工

（下層路盤工）

基準高▽

幅

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1,000㎡に１個の割でコアーを
採取して測定。

3-1-6-7

幅

平 坦 性 ―

3mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ
(σ)2.4mm以下
直読式(足付き)
(σ)1.75mm以下

工事規模の考え方
 中規模以上の工事とは、管理図等を
描いた上での管理が可能な工事をい
い、舗装施工面積が10,000m2以上ある
いは使用する基層および表層用混合物
の総使用量が、3,000ｔ以上の場合が
該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未
満
②使用する基層及び表層用混合物の総
使用量が500t以上3,000t未満
　厚さは、個々の測定値が10個に9個
以上の割合で規格値を満足しなければ
ならないとともに、10個の測定値の平
均値（Ｘ10）について満足しなければ
ならない。ただし、厚さのデータ数が
10個未満の場合は測定値の平均値は適
用しない。

コア－採取について
　橋面舗装等でコア－採取により床版
等に損傷を与える恐れのある場合は、
他の方法によることが出来る。

　維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。

3-1-6-7

幅

６ アスファルト舗装工

（表層工）

厚　　さ

厚　　さ

3-1-6-7

幅

厚　　さ
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1,000㎡に１個の割でコアーを
採取して測定。ただし、幅は設計図書
の測点によらず延長80ｍ以下の間隔で
測定することができる。

3-1-6-7

６
一
般
舗
装
工

７ ５ アスファルト舗装工

（基層工）

６
一
般
舗
装
工

７ ６ アスファルト舗装工

（表層工）

厚　　さ

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1,000㎡に１個の割でコアーを
採取もしくは掘り起こして測定。ただ
し、幅は設計図書の測点によらず延長
80ｍ以下の間隔で測定することができ
る。

６
一
般
舗
装
工

７ 3-1-6-7

４

５

工事規模の考え方
 中規模以上の工事とは、管理図等を
描いた上での管理が可能な工事をい
い、舗装施工面積が10,000m2以上ある
いは使用する基層および表層用混合物
の総使用量が、3,000ｔ以上の場合が
該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未
満
②使用する基層及び表層用混合物の総
使用量が500t以上3,000t未満
　厚さは、個々の測定値が10個に9個
以上の割合で規格値を満足しなければ
ならないとともに、10個の測定値の平
均値（Ｘ10）について満足しなければ
ならない。ただし、厚さのデータ数が
10個未満の場合は測定値の平均値は適
用しない。

アスファルト舗装工

（基層工）

厚　　さ
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1,000㎡に１個の割でコアーを
採取して測定。

幅

平 坦 性

７

３
土
木
工
事
共
通
編

１
一
般
施
工

―

3mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ
(σ)2.4mm以下
直読式(足付き)
(σ)1.75mm以下

厚　　さ
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1,000㎡に１個の割でコアーを
採取して測定。ただし、幅は設計図書
の測点によらず延長80ｍ以下の間隔で
測定することができる。

工事規模の考え方
 中規模以上の工事とは、管理図等を
描いた上での管理が可能な工事をい
い、舗装施工面積が10,000m2以上ある
いは使用する基層および表層用混合物
の総使用量が、3,000ｔ以上の場合が
該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未
満
②使用する基層及び表層用混合物の総
使用量が500t以上3,000t未満
　厚さは、個々の測定値が10個に9個
以上の割合で規格値を満足しなければ
ならないとともに、10個の測定値の平
均値（Ｘ10）について満足しなければ
ならない。ただし、厚さのデータ数が
10個未満の場合は測定値の平均値は適
用しない。

コア－採取について
　橋面舗装等でコア－採取により床版
等に損傷を与える恐れのある場合は、
他の方法によることが出来る。

　維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。
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準拠する要領の制定等に対応

準拠する要領の制定等に対応

準拠する要領の制定等に対応

新潟県土木工事標準仕様書（その２）　土木工事施工管理基準（案）　新旧対象表

準拠する要領の制定等に対応



単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

現行（平成２９年度版） 改定案

改定理由
編 章 節 条 枝番 工　　　　　種

規　格　値

測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値の
平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平均

個々の測定値
（Ｘ）

10個の測定値の
平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平均

章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所 摘　要 編

新潟県土木工事標準仕様書（その２）　土木工事施工管理基準（案）　新旧対象表

±40 ±50 ― ― ±40 ±50 ― ―
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－7 －9 －2 －3 －7 －9 －2 －3

－25 －25 ― ― －25 －25 ― ―

±40 ±50 ― ― ±40 ±50 ― ―
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－50 －50 ― ― －50 －50 ― ―
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－25 －25 ― ― －25 －25 ― ―

－7 －9 －2 －3 －7 －9 －2 －3

－25 －25 ― ― －25 －25 ― ―

3-1-6-8

厚　　さ

幅

８ ２ 半たわみ性舗装工

（上層路盤工）
粒度調整路盤工

厚　　さ
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘り
起こして測定。

６
一
般
舗
装
工

８ １ 半たわみ性舗装工

（下層路盤工）

基準高▽
基準高は延長40ｍ毎に１ヶ所の割と
し、道路中心線及び端部で測定。
厚さは各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘り起
こして測定。
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割に測
定。

工事規模の考え方
 中規模以上の工事は、管理図等を描
いた上での管理が可能な工事をいい、
基層および表層用混合物の総使用量が
3,000ｔ以上の場合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合が該当する。

８ ３

６
一
般
舗
装
工

８

８ ２ 半たわみ性舗装工

（上層路盤工）
粒度調整路盤工

厚　　さ
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘り
起こして測定。ただし、幅は設計図書
の測点によらず延長80ｍ以下の間隔で
測定することができる。

3-1-6-8

幅

工事規模の考え方
 中規模以上の工事は、管理図等を描
いた上での管理が可能な工事をいい、
基層および表層用混合物の総使用量が
3,000ｔ以上の場合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合が該当する。

コア－採取について
　橋面舗装等でコア－採取により床版
等に損傷を与える恐れのある場合は、
他の方法によることが出来る。

　維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。

3-1-6-8

幅

3-1-6-8

3-1-6-8

3-1-6-8

3-1-6-8

幅

１
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

８ ４

半たわみ性舗装工

（表層工）

厚　　さ

3mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ
(σ)2.4mm以下
直読式(足付き)
(σ)1.75mm以下

６
一
般
舗
装
工

８ ５ 半たわみ性舗装工

（基層工）

厚　　さ
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1000㎡に１個の割でコアーを
採取して測定。

幅

６
一
般
舗
装
工

８ ３ 半たわみ性舗装工
（上層路盤工）

セメント（石灰）安
定処理工

１
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1000㎡に１個の割でコアーを
採取して測定。

幅

３
土
木
工
事
共
通
編

厚　　さ
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1000㎡に１個の割でコアーを
採取もしくは掘り起こして測定。

１ 半たわみ性舗装工

（下層路盤工）

基準高▽
基準高は延長40ｍ毎に１ヶ所の割と
し、道路中心線及び端部で測定。
厚さは各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘り起
こして測定。
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割に測
定。
ただし、幅は設計図書の測点によらず
延長80ｍ以下の間隔で測定することが
できる。

工事規模の考え方
 中規模以上の工事は、管理図等を描
いた上での管理が可能な工事をいい、
基層および表層用混合物の総使用量が
3,000ｔ以上の場合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合が該当する。

3-1-6-8

厚　　さ

幅

１
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

８ ６

１
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

８ ５

半たわみ性舗装工
（上層路盤工）

セメント（石灰）安
定処理工

厚　　さ
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1000㎡に１個の割でコアーを
採取もしくは掘り起こして測定。ただ
し、幅は設計図書の測点によらず延長
80ｍ以下の間隔で測定することができ
る。

厚　　さ
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1000㎡毎に１個の割でコアー
を採取して測定。

幅

平 坦 性 ―

半たわみ性舗装工

（基層工）

3-1-6-8

幅

平 坦 性 ―

3mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ
(σ)2.4mm以下
直読式(足付き)
(σ)1.75mm以下

厚　　さ
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1000㎡に１個の割でコアーを
採取して測定。ただし、幅は設計図書
の測点によらず延長80ｍ以下の間隔で
測定することができる。

3-1-6-8

幅

3-1-6-8

幅

厚　　さ
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1000㎡に１個の割でコアーを
採取して測定。ただし、幅は設計図書
の測点によらず延長80ｍ以下の間隔で
測定することができる。

3-1-6-8

幅

工事規模の考え方
 中規模以上の工事は、管理図等を描
いた上での管理が可能な工事をいい、
基層および表層用混合物の総使用量が
3,000ｔ以上の場合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合が該当する。

コア－採取について
　橋面舗装等でコア－採取により床版
等に損傷を与える恐れのある場合は、
他の方法によることが出来る。

　維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1000㎡毎に１個の割でコアー
を採取して測定。ただし、幅は設計図
書の測点によらず延長80ｍ以下の間隔
で測定することができる。

半たわみ性舗装工

（加熱アスファルト
安定処理工）

９ １ 排水性舗装工

（下層路盤工）

６
一
般
舗
装
工

９ ２ 排水性舗装工

（上層路盤工）
粒度調整路盤工
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６
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８ ４ 半たわみ性舗装工

（加熱アスファルト
安定処理工）

厚　　さ

６
一
般
舗
装
工

８ ６ 半たわみ性舗装工

（表層工）

９ １ 排水性舗装工

（下層路盤工）

６
一
般
舗
装
工

９ ２ 排水性舗装工

（上層路盤工）
粒度調整路盤工

６
一
般
舗
装
工

９ ６ 排水性舗装工

（表層工）

厚　　さ
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1000㎡毎に１個の割でコアー
を採取して測定。

幅

平 坦 性 ―

3mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ
(σ)2.4mm以下
直読式(足付き)
(σ)1.75mm以下

６
一
般
舗
装
工

９ ５ 排水性舗装工

（基層工）

厚　　さ
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1000㎡に１個の割でコアーを
採取して測定。

幅

厚　　さ
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1000㎡に１個の割でコアーを
採取して測定。

工事規模の考え方
 中規模以上の工事は、管理図等を描
いた上での管理が可能な工事をいい、
基層および表層用混合物の総使用量が
3,000ｔ以上の場合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合が該当する。

コア－採取について
　橋面舗装等でコア－採取により床版
等に損傷を与える恐れのある場合は、
他の方法によることが出来る。

　維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。

3-1-6-9

幅

3-1-6-9

工事規模の考え方
 中規模以上の工事は、管理図等を描
いた上での管理が可能な工事をいい、
基層および表層用混合物の総使用量が
3,000ｔ以上の場合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合が該当する。

コア－採取について
　橋面舗装等でコア－採取により床版
等に損傷を与える恐れのある場合は、
他の方法によることが出来る。

　維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。

3-1-6-9

幅

3-1-6-9

3-1-6-9

3-1-6-9

幅

６
一
般
舗
装
工

９ ４ 排水性舗装工

（加熱アスファルト
安定処理工）

3-1-6-9

幅

６
一
般
舗
装
工

９ ３ 排水性舗装工

（上層路盤工）
セメント（石灰）安
定処理工

厚　　さ
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1000㎡に１個の割でコアーを
採取もしくは掘り起こして測定。ただ
し、幅は設計図書の測点によらず延長
80ｍ以下の間隔で測定することができ
る。

工事規模の考え方
 中規模以上の工事は、管理図等を描
いた上での管理が可能な工事をいい、
基層および表層用混合物の総使用量が
3,000ｔ以上の場合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合が該当する。

コア－採取について
　橋面舗装等でコア－採取により床版
等に損傷を与える恐れのある場合は、
他の方法によることが出来る。

　維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。

3-1-6-9

厚　　さ

幅

厚　　さ
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘り
起こして測定。ただし、幅は設計図書
の測点によらず延長80ｍ以下の間隔で
測定することができる。

６
一
般
舗
装
工

９ ６ 排水性舗装工

（表層工）

厚　　さ
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1000㎡毎に１個の割でコアー
を採取して測定。ただし、幅は設計図
書の測点によらず延長80ｍ以下の間隔
で測定することができる。幅

平 坦 性 ―

3mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ
(σ)2.4mm以下
直読式(足付き)
(σ)1.75mm以下

６
一
般
舗
装
工

９ ５ 排水性舗装工

（基層工）

厚　　さ
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1000㎡に１個の割でコアーを
採取して測定。ただし、幅は設計図書
の測点によらず延長80ｍ以下の間隔で
測定することができる。幅

厚　　さ
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1000㎡に１個の割でコアーを
採取して測定。ただし、幅は設計図書
の測点によらず延長80ｍ以下の間隔で
測定することができる。

基準高▽
基準高は延長40ｍ毎に１ヶ所の割と
し、道路中心線及び端部で測定。
厚さは各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘り起
こして測定。
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割に測
定。
ただし、幅は設計図書の測点によらず
延長80ｍ以下の間隔で測定することが
できる。

６
一
般
舗
装
工

３
土
木
工
事
共

通
編

３
土
木
工
事
共

通
編

３
土
木
工
事
共

通
編

１
一
般
施
工

３
土
木
工
事
共
通
編

１
一
般
施
工

３
土
木
工
事
共

通
編

３
土
木
工
事
共
通
編

１
一
般
施
工

３
土
木
工
事
共

通
編

１
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

3-1-6-9

3-1-6-9

幅

６
一
般
舗
装
工

９ ４ 排水性舗装工

（加熱アスファルト
安定処理工）

3-1-6-9

幅

３
土
木
工
事
共

通
編

１
一
般
施
工

３
土
木
工
事
共

通
編

１
一
般
施
工

３
土
木
工
事
共
通
編

６
一
般
舗
装
工

１
一
般
施
工

３
土
木
工
事
共
通
編

１
一
般
施
工

３
土
木
工
事
共

通
編

１
一
般
施
工

３
土
木
工
事
共

通
編

１
一
般
施
工

１
一
般
施
工

３
土
木
工
事
共

通
編

１
一
般
施
工

３
土
木
工
事
共

通
編

１
一
般
施
工

３
土
木
工
事
共

通
編

１
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

９ ３ 排水性舗装工

（上層路盤工）
セメント（石灰）安
定処理工

厚　　さ
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1000㎡に１個の割でコアーを
採取もしくは掘り起こして測定。

基準高▽
基準高は延長40ｍ毎に１ヶ所の割と
し、道路中心線及び端部で測定。
厚さは各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘り起
こして測定。
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割に測
定。

工事規模の考え方
 中規模以上の工事は、管理図等を描
いた上での管理が可能な工事をいい、
基層および表層用混合物の総使用量が
3,000ｔ以上の場合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合が該当する。

コア－採取について
　橋面舗装等でコア－採取により床版
等に損傷を与える恐れのある場合は、
他の方法によることが出来る。

　維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。

3-1-6-9

厚　　さ

幅

厚　　さ
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘り
起こして測定。

３
土
木
工
事
共
通
編

準拠する要領の制定等に対応

準拠する要領の制定等に対応

準拠する要領の制定等に対応

準拠する要領の制定等に対応

準拠する要領の制定等に対応

準拠する要領の制定等に対応

準拠する要領の制定等に対応

準拠する要領の制定等に対応

準拠する要領の制定等に対応

準拠する要領の制定等に対応

準拠する要領の制定等に対応

準拠する要領の制定等に対応



単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

現行（平成２９年度版） 改定案

改定理由
編 章 節 条 枝番 工　　　　　種

規　格　値

測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値の
平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平均

個々の測定値
（Ｘ）

10個の測定値の
平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平均

章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所 摘　要 編

新潟県土木工事標準仕様書（その２）　土木工事施工管理基準（案）　新旧対象表

ｔ＜
15cm

－30
ｔ＜
15cm

－30

ｔ≧
15cm

－45
ｔ≧
15cm

－45

－15 －20 －5 －7 －15 －20 －5 －7

－50 －50 ― ― －50 －50 ― ―

－9 －12 －3 －4 －9 －12 －3 －4

－25 －25 ― ― －25 －25 ― ―

－7 －9 －2 －3 －7 －9 －2 －3

－25 －25 ― ― －25 －25 ― ―

±40 ±50 ±40 ±50

－25 －30 －25 －30

－25 －30 －25 －30

－9 －12 －9 －12

基準高▽ ±50 ―
基準高は片側延長40m毎に１ヶ所の割で
測定。
厚さは、片側延長200m毎に１ヶ所掘り
起こして測定。
幅は、片側延長80m毎に１ヶ所測定。

※歩道舗装に適用する。

工事規模の考え方
 中規模以上の工事は、管理図等を描
いた上での管理が可能な工事をいい、
基層および表層用混合物の総使用量が
3,000ｔ以上の場合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合が該当する。
コア－採取について
　橋面舗装等でコア－採取により床版
等に損傷を与える恐れのある場合は、
他の方法によることが出来る。
　維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。

3-1-6-10

厚　さ

－10

－15

幅

６
一
般
舗
装
工

10 １ 透水性舗装工

（路盤工）

３
土
木
工
事
共
通
編

１
一
般
施
工

３
土
木
工
事
共
通
編

１
一
般
施
工

－3
幅は、片側延長80m毎に１ヶ所の割で測
定。
厚さは、片側延長200m毎に１ヶ所コ
アーを採取して測定。

※歩道舗装に適用する。

3-1-6-10

幅 －25 ―

－100 ―

６
一
般
舗
装
工

10 ２ 透水性舗装工

（表層工）

厚さ －9

グースアスファルト
舗装工

（表層工）

厚　　さ

厚　　さ
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1000㎡に１個の割でコアーを
採取して測定。

工事規模の考え方
 中規模以上の工事は、管理図等を描
いた上での管理が可能な工事をいい、
基層および表層用混合物の総使用量が
3,000ｔ以上の場合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合が該当する。

コア－採取について
 橋面舗装等でコア－採取により床版
等に損傷を与える恐れのある場合は、
他の方法によることが出来る。

　維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。

3-1-6-11

幅

厚　　さ
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1000㎡に１個の割でコアーを
採取して測定。

3-1-6-11

６
一
般
舗
装
工

11 １ グースアスファルト
舗装工

（加熱アスファルト
安定処理工）

６
一
般
舗
装
工

11 ２ グースアスファルト
舗装工

（基層工）

基準高▽ ±50 ―
基準高は片側延長40m毎に１ヶ所の割で
測定。
厚さは、片側延長200m毎に１ヶ所掘り
起こして測定。
幅は、片側延長80m毎に１ヶ所測定。
ただし、幅は設計図書の測点によらず
延長80ｍ以下の間隔で測定することが
できる。

※歩道舗装に適用する。

工事規模の考え方
 中規模以上の工事は、管理図等を描
いた上での管理が可能な工事をいい、
基層および表層用混合物の総使用量が
3,000ｔ以上の場合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合が該当する。
コア－採取について
　橋面舗装等でコア－採取により床版
等に損傷を与える恐れのある場合は、
他の方法によることが出来る。
　維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。

3-1-6-10

厚　さ

－10

－15

幅

６
一
般
舗
装
工

10 １ 透水性舗装工

（路盤工）

３
土
木
工
事
共
通
編

１
一
般
施
工

３
土
木
工
事
共
通
編

１
一
般
施
工

－3
幅は、片側延長80m毎に１ヶ所の割で測
定。
厚さは、片側延長200m毎に１ヶ所コ
アーを採取して測定。
ただし、幅は設計図書の測点によらず
延長80ｍ以下の間隔で測定することが
できる。

※歩道舗装に適用する。

3-1-6-10

幅 －25 ―

－100 ―

６
一
般
舗
装
工

10 ２ 透水性舗装工

（表層工）

厚さ －9

3-1-6-11

幅

平 坦 性 ―

3mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ
(σ)2.4mm以下
直読式(足付き)
(σ)1.75mm以下

幅

６
一
般
舗
装
工

11 ３ グースアスファルト
舗装工

（表層工）

厚　　さ

厚　　さ
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1000㎡に１個の割でコアーを
採取して測定。ただし、幅は設計図書
の測点によらず延長80ｍ以下の間隔で
測定することができる。

工事規模の考え方
 中規模以上の工事は、管理図等を描
いた上での管理が可能な工事をいい、
基層および表層用混合物の総使用量が
3,000ｔ以上の場合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合が該当する。

コア－採取について
 橋面舗装等でコア－採取により床版
等に損傷を与える恐れのある場合は、
他の方法によることが出来る。

　維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。

3-1-6-11

幅

厚　　さ
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1000㎡に１個の割でコアーを
採取して測定。ただし、幅は設計図書
の測点によらず延長80ｍ以下の間隔で
測定することができる。

3-1-6-11

６
一
般
舗
装
工

11 １ グースアスファルト
舗装工

（加熱アスファルト
安定処理工）

６
一
般
舗
装
工

11 ２

１
一
般
施
工

３
土
木
工
事
共
通
編

１
一
般
施
工

３
土
木
工
事
共
通
編

３
土
木
工
事
共

通
編

１
一
般
施
工

３
土
木
工
事
共

通
編

１
一
般
施
工

３
土
木
工
事
共
通
編

１
一
般
施
工

３
土
木
工
事
共
通
編

１
一
般
施
工

３
土
木
工
事
共

通
編

１
一
般
施
工

３
土
木
工
事
共

通
編

１
一
般
施
工

－45 －15

幅 －50

６
一
般
舗
装
工

12 １ コンクリート舗装工

（下層路盤工）

１
一
般
施
工

３
土
木
工
事
共
通
編

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1000㎡毎に１個の割でコアー
を採取して測定。ただし、幅は設計図
書の測点によらず延長80ｍ以下の間隔
で測定することができる。

グースアスファルト
舗装工

（基層工）

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1000㎡毎に１個の割でコアー
を採取して測定。

3-1-6-11

幅

平 坦 性 ―

3mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ
(σ)2.4mm以下
直読式(足付き)
(σ)1.75mm以下

幅

６
一
般
舗
装
工

11 ３

―

―

６
一
般
舗
装
工

12 ２ コンクリート舗装工

（粒度調整路盤工）

厚　　さ －8

基準高▽ ―
基準高は延長40ｍ毎に１ヶ所の割と
し、道路中心線および端部で測定。厚
さは各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘り起こ
して測定。幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所
の割に測定。

工事規模の考え方
 中規模とは、1層あたりの施工面積が
2,000㎡以上とする。
　小規模とは、表層及び基層の加熱ア
スファルト混合物の総使用量が500ｔ
未満あるいは施工面積が2,000㎡未
満。厚さは、個々の測定値が10個に9
個以上の割合で規格値を満足しなけれ
ばならないとともに、10個の測定値の
平均値（Ｘ10）について満足しなけれ
ばならない。ただし、厚さのデータ数
が10個未満の場合は測定値の平均値は
用しない。

コアー採取について
　橋面舗装等でコアー採取により床版
等に損傷を与える恐れのある場合は、
他の方法によることが出来る。

3-1-6-12

厚　　さ

基準高▽ ―
基準高は延長40ｍ毎に１ヶ所の割と
し、道路中心線および端部で測定。厚
さは各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘り起こ
して測定。幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所
の割に測定。ただし、幅は設計図書の
測点によらず延長80ｍ以下の間隔で測
定することができる。

工事規模の考え方
 中規模とは、1層あたりの施工面積が
2,000㎡以上とする。
　小規模とは、表層及び基層の加熱ア
スファルト混合物の総使用量が500ｔ
未満あるいは施工面積が2,000㎡未
満。厚さは、個々の測定値が10個に9
個以上の割合で規格値を満足しなけれ
ばならないとともに、10個の測定値の
平均値（Ｘ10）について満足しなけれ
ばならない。ただし、厚さのデータ数
が10個未満の場合は測定値の平均値は
用しない。

コアー採取について
　橋面舗装等でコアー採取により床版
等に損傷を与える恐れのある場合は、
他の方法によることが出来る。

3-1-6-12

厚　　さ －45 －15

幅 －50

６
一
般
舗
装
工

12 １ コンクリート舗装工

（下層路盤工）

厚　　さ －3
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1,000㎡に１個の割でコアーを
採取して測定。

3-1-6-12

幅 －25 ―

厚　　さ －8
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1,000㎡に１個の割でコアーを
採取もしくは掘り起こして測定。

工事規模の考え方
 中規模とは、１層あたりの施工面積
が2,000㎡以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱アス
ファルト混合物の総使用量が500ｔ未
満あるいは施工面積が2,000㎡未満。
　厚さは、個々の測定値が10個に９個
以上の割合で規格値を満足しなければ
ならないとともに、10個の測定値の平
均値（Ｘ10）について満足しなければ
ならない。ただし、厚さのデータ数が
10個未満の場合は測定値の平均値は適
用しない。

コアー採取について
　橋面舗装等でコアー採取により床版
等に損傷を与える恐れのある場合は、
他の方法によることが出来る。

3-1-6-12

幅 －50 ―

６
一
般
舗
装
工

12 ３ コンクリート舗装工

（セメント（石灰・
瀝青）安定処理工）

６
一
般
舗
装
工

12 ４ コンクリート舗装工

（アスファルト中間
層）

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘り
起こして測定。ただし、幅は設計図書
の測点によらず延長80ｍ以下の間隔で
測定することができる。

3-1-6-12

幅 －50 ―

―

６
一
般
舗
装
工

12 ２ コンクリート舗装工

（粒度調整路盤工）

厚　　さ －8

厚　　さ －3
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1,000㎡に１個の割でコアーを
採取して測定。ただし、幅は設計図書
の測点によらず延長80ｍ以下の間隔で
測定することができる。

3-1-6-12

幅 －25 ―

厚　　さ －8
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1,000㎡に１個の割でコアーを
採取もしくは掘り起こして測定。ただ
し、幅は設計図書の測点によらず延長
80ｍ以下の間隔で測定することができ
る。ただし、幅は設計図書の測点によ
らず延長80ｍ以下の間隔で測定するこ
とができる。

工事規模の考え方
 中規模とは、１層あたりの施工面積
が2,000㎡以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱アス
ファルト混合物の総使用量が500ｔ未
満あるいは施工面積が2,000㎡未満。
　厚さは、個々の測定値が10個に９個
以上の割合で規格値を満足しなければ
ならないとともに、10個の測定値の平
均値（Ｘ10）について満足しなければ
ならない。ただし、厚さのデータ数が
10個未満の場合は測定値の平均値は適
用しない。

コアー採取について
　橋面舗装等でコアー採取により床版
等に損傷を与える恐れのある場合は、
他の方法によることが出来る。

3-1-6-12

幅 －50 ―

３
土
木
工
事
共
通
編

１
一
般
施
工

１
一
般
施
工

３
土
木
工
事
共
通
編

１
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

12 ３ コンクリート舗装工

（セメント（石灰・
瀝青）安定処理工）

６
一
般
舗
装
工

12 ４ コンクリート舗装工

（アスファルト中間
層）

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘り
起こして測定。

3-1-6-12

幅 －50

３
土
木
工
事
共
通
編

１
一
般
施
工

３
土
木
工
事
共
通
編

１
一
般
施
工

３
土
木
工
事
共
通
編

準拠する要領の制定等に対応

準拠する要領の制定等に対応

準拠する要領の制定等に対応

準拠する要領の制定等に対応

準拠する要領の制定等に対応

準拠する要領の制定等に対応

準拠する要領の制定等に対応

準拠する要領の制定等に対応

準拠する要領の制定等に対応



単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

現行（平成２９年度版） 改定案

改定理由
編 章 節 条 枝番 工　　　　　種

規　格　値

測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値の
平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平均

個々の測定値
（Ｘ）

10個の測定値の
平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平均

章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所 摘　要 編

新潟県土木工事標準仕様書（その２）　土木工事施工管理基準（案）　新旧対象表

±40 ±50 ±40 ±50

－25 －30 －25 －30

－25 －30 －25 －30

－9 －12 －9 －12

±40 ±50 ±40 ±50

－25 －30 －25 －30

１
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

12 ５ コンクリート舗装工

（コンクリート舗装
版工）

厚　　さ －10

目地段差 ±2
隣接する各目地に対して、道路中心線
及び端部で測定。

厚　　さ －10 －3.5
厚さは各車線の中心付近で型枠据付後
各車線200ｍ毎に水糸又はレベルにより
１測線当たり横断方向に３ヶ所以上測
定、幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割で
測定。平坦性は各車線毎に版縁から１
ｍの線上、全延長とする。なお、ス
リップフォーム工法の場合は、厚さ管
理に関し、打設前に各車線の中心付近
で各車線200ｍ毎に水糸又はレベルによ
り１測線当たり横断方向に３ヶ所以上
路盤の基準高を測定し、測定打設後に
各車線200m毎に両側の版端を測定す
る。ただし、幅は設計図書の測点によ
らず延長80ｍ以下の間隔で測定するこ
とができる。

工事規模の考え方
 中規模とは、１層あたりの施工面積
が2,000㎡以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱アス
ファルト混合物の総使用量が500ｔ未
満あるいは施工面積が2,000㎡未満。
　厚さは、個々の測定値が10個に９個
以上の割合で規格値を満足しなければ
ならないとともに、10個の測定値の平
均値（Ｘ10）について満足しなければ
ならない。ただし、厚さのデータ数が
10個未満の場合は測定値の平均値は適
用しない。

コアー採取について
　橋面舗装等でコアー採取により床版
等に損傷を与える恐れのある場合は、
他の方法によることが出来る。

　維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。

3-1-6-12

幅 －25 ―

基準高▽ ―

コンクリートの
硬化後
3mプロフィル
メータ－により
機械舗設の場合
(σ)2.4mm以下
人力舗設の場合
(σ)3mm以下

基準高は、延長40ｍ毎に１ヶ所の割と
し、道路中心線及び端部で測定。厚さ
は、各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘り起こ
して測定。幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所
の割に測定。

3-1-6-12

厚　　さ

目地段差

６
一
般
舗
装
工

12 10 コンクリート舗装工

（転圧コンクリート
版工）

厚　　さ

―

－8

－3.5
厚さは各車線の中心付近で型枠据付後
各車線200ｍ毎に水糸又はレベルにより
１測線当たり横断方向に３ヶ所以上測
定、幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割で
測定。平坦性は各車線毎に版縁から１
ｍの線上、全延長とする。なお、ス
リップフォーム工法の場合は、厚さ管
理に関し、打設前に各車線の中心付近
で各車線200ｍ毎に水糸又はレベルによ
り１測線当たり横断方向に３ヶ所以上
路盤の基準高を測定し、測定打設後に
各車線200m毎に両側の版端を測定す
る。

工事規模の考え方
 中規模とは、１層あたりの施工面積
が2,000㎡以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱アス
ファルト混合物の総使用量が500ｔ未
満あるいは施工面積が2,000㎡未満。
　厚さは、個々の測定値が10個に９個
以上の割合で規格値を満足しなければ
ならないとともに、10個の測定値の平
均値（Ｘ10）について満足しなければ
ならない。ただし、厚さのデータ数が
10個未満の場合は測定値の平均値は適
用しない。

コアー採取について
　橋面舗装等でコアー採取により床版
等に損傷を与える恐れのある場合は、
他の方法によることが出来る。

　維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。

3-1-6-12

幅 －25 ―

平 坦 性 ―

―

―

平 坦 性 ―
転圧コンクリー
トの硬化後、3m
プロフィルメー

幅 －50 ―

９ コンクリート舗装工

（転圧コンクリート
版工）
アスファルト中間層

厚　　さ

平 坦 性

１
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

12 ５ コンクリート舗装工

（コンクリート舗装
版工）

３
土
木
工
事
共
通
編

１
一
般
施
工

基準高▽

12 ７ コンクリート舗装工

（転圧コンクリート
版工）
粒度調整路盤工

厚　　さ

３
土
木
工
事
共
通
編

１
一
般
施
工

３
土
木
工
事
共
通
編

１
一
般
施
工

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘り
起こして測定。

3-1-6-12

幅

－50

―
基準高は、延長40ｍ毎に１ヶ所の割と
し、道路中心線及び端部で測定。厚さ
は、各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘り起こ
して測定。幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所
の割に測定。ただし、幅は設計図書の
測点によらず延長80ｍ以下の間隔で測
定することができる。

3-1-6-12

厚　　さ －45 －15

幅 －50 ―

６
一
般
舗
装
工

12 ７ コンクリート舗装工

（転圧コンクリート
版工）
粒度調整路盤工

厚　　さ －8

－50 ―

－45 －15

幅

―

コンクリートの
硬化後
3mプロフィル
メータ－により
機械舗設の場合
(σ)2.4mm以下
人力舗設の場合
(σ)3mm以下

目地段差 ±2
隣接する各目地に対して、道路中心線
及び端部で測定。

６
一
般
舗
装
工

12 ６ コンクリート舗装工

（転圧コンクリート
版工）
下層路盤工

－8

厚　　さ －3
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1,000㎡に１個の割でコアーを
採取して測定。ただし、幅は設計図書
の測点によらず延長80ｍ以下の間隔で
測定することができる。

3-1-6-12

幅 －25 ―

６
一
般
舗
装
工

12 ８ コンクリート舗装工

（転圧コンクリート
版工）
セメント（石灰・瀝
青）安定処理工

６
一
般
舗
装
工

12 ９ コンクリート舗装工

（転圧コンクリート
版工）
アスファルト中間層

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘り
起こして測定。ただし、幅は設計図書
の測点によらず延長80ｍ以下の間隔で
測定することができる。

3-1-6-12

幅

±2

厚　　さ －8
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1,000㎡に１個の割でコアーを
採取もしくは、掘り起こして測定。た
だし、幅は設計図書の測点によらず延
長80ｍ以下の間隔で測定することがで
きる。

工事規模の考え方
 中規模とは、１層あたりの施工面積
が2,000㎡以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱アス
ファルト混合物の総使用量が500ｔ未
満あるいは施工面積が2,000㎡未満。
　厚さは、個々の測定値が10個に９個
以上の割合で規格値を満足しなければ
ならないとともに、10個の測定値の平
均値（Ｘ10）について満足しなければ
ならない。ただし、厚さのデータ数が
10個未満の場合は測定値の平均値は適
用しない。

コアー採取について
　橋面舗装等でコアー採取により床版
等に損傷を与える恐れのある場合は、
他の方法によることが出来る。

　維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。

3-1-6-12

幅 －50 ―

幅 －50

３
土
木
工
事
共
通
編

６
一
般
舗
装
工

13 １ 薄層カラー舗装工

（下層路盤工）

基準高▽

－4.5
厚さは、各車線の中心付近で型枠据付
後各車線200ｍ毎に水糸又はレベルによ
り１測線当たり横断方向に３ヶ所以上
測定、幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割
で測定、平坦性は各車線毎に版縁から
１ｍの線上、全延長とする。ただし、
幅は設計図書の測点によらず延長80ｍ
以下の間隔で測定することができる。

3-1-6-12

幅 －35 ―

平 坦 性 ―
転圧コンクリー
トの硬化後、3m
プロフィルメー

目地段差

６
一
般
舗
装
工

1012

―

コンクリート舗装工

（転圧コンクリート
版工）

厚　　さ

３
土
木
工
事
共
通
編

１
一
般
施
工

３
土
木
工
事
共
通
編

１
一
般
施
工

３
土
木
工
事
共
通
編

１
一
般
施
工

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘り
起こして測定。ただし、幅は設計図書
の測点によらず延長80ｍ以下の間隔で
測定することができる。

3-1-6-13

幅 －50 ―

６
一
般
舗
装
工

13 ２ 薄層カラー舗装工

（上層路盤工）
　粒度調整路盤工

厚　　さ －8

―
基準高は、延長40ｍ毎に１ヶ所の割と
し、道路中心線及び端部で測定。厚さ
は、各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘り起こ
して測定。幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所
の割に測定。ただし、幅は設計図書の
測点によらず延長80ｍ以下の間隔で測
定することができる。

工事規模の考え方
中規模とは、１層あたりの施工面積

が2,000㎡以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱アス
ファルト混合物の総使用量が500ｔ未
満あるいは施工面積が2,000㎡未満。

厚さは、個々の測定値が10個に９個
以上の割合で規格値を満足しなければ
ならないとともに、10個の測定値の平
均値（Ｘ10）について満足しなければ
ならない。ただし、厚さのデータ数が
10個未満の場合は測定値の平均値は適
用しない。

3-1-6-13

厚　　さ －45 －15

薄層カラー舗装工

（上層路盤工）
　粒度調整路盤工

厚　　さ

－15

隣接する各目地に対して、道路中心線
及び端部で測定。

１
一
般
施
工

３
土
木
工
事
共
通
編

１
一
般
施
工

３
土
木
工
事
共
通
編

３
土
木
工
事
共
通
編

３
土
木
工
事
共
通
編

１
一
般
施
工

３
土
木
工
事
共
通
編

１
一
般
施
工

３
土
木
工
事
共
通
編

１
一
般
施
工

３
土
木
工
事
共
通
編

１
一
般
施
工

－4.5
厚さは、各車線の中心付近で型枠据付
後各車線200ｍ毎に水糸又はレベルによ
り１測線当たり横断方向に３ヶ所以上
測定、幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割
で測定、平坦性は各車線毎に版縁から
１ｍの線上、全延長とする。

－15

±2

厚　　さ －3
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1,000㎡に１個の割でコアーを
採取して測定。

3-1-6-12

幅 －25

６
一
般
舗
装
工

12

－50 ―

－8

―
基準高は、延長40ｍ毎に１ヶ所の割と
し、道路中心線及び端部で測定。厚さ
は、各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘り起こ
して測定。幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所
の割に測定。

工事規模の考え方
中規模とは、１層あたりの施工面積

が2,000㎡以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱アス
ファルト混合物の総使用量が500ｔ未
満あるいは施工面積が2,000㎡未満。

厚さは、個々の測定値が10個に９個
以上の割合で規格値を満足しなければ
ならないとともに、10個の測定値の平
均値（Ｘ10）について満足しなければ
ならない。ただし、厚さのデータ数が
10個未満の場合は測定値の平均値は適
用しない。

3-1-6-13

厚　　さ －45 －15

幅 －50 ―

基準高▽

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘り
起こして測定。

3-1-6-13

幅 －50 ―

６
一
般
舗
装
工

13 ２

６ コンクリート舗装工

（転圧コンクリート
版工）
下層路盤工

６
一
般
舗
装
工

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1,000㎡に１個の割でコアーを
採取もしくは、掘り起こして測定。

工事規模の考え方
 中規模とは、１層あたりの施工面積
が2,000㎡以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱アス
ファルト混合物の総使用量が500ｔ未
満あるいは施工面積が2,000㎡未満。
　厚さは、個々の測定値が10個に９個
以上の割合で規格値を満足しなければ
ならないとともに、10個の測定値の平
均値（Ｘ10）について満足しなければ
ならない。ただし、厚さのデータ数が
10個未満の場合は測定値の平均値は適
用しない。

コアー採取について
　橋面舗装等でコアー採取により床版
等に損傷を与える恐れのある場合は、
他の方法によることが出来る。

　維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。

3-1-6-12

隣接する各目地に対して、道路中心線
及び端部で測定。

６
一
般
舗
装
工

13 １ 薄層カラー舗装工

（下層路盤工）

3-1-6-12

幅 －35

１
一
般
施
工

３
土
木
工
事
共
通
編

１
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

12 ８ コンクリート舗装工

（転圧コンクリート
版工）
セメント（石灰・瀝
青）安定処理工

６
一
般
舗
装
工

12

３
土
木
工
事
共
通
編

準拠する要領の制定等に対応

準拠する要領の制定等に対応

準拠する要領の制定等に対応

準拠する要領の制定等に対応

準拠する要領の制定等に対応

準拠する要領の制定等に対応

準拠する要領の制定等に対応

準拠する要領の制定等に対応



単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

現行（平成２９年度版） 改定案

改定理由
編 章 節 条 枝番 工　　　　　種

規　格　値

測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値の
平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平均

個々の測定値
（Ｘ）

10個の測定値の
平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平均

章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所 摘　要 編

新潟県土木工事標準仕様書（その２）　土木工事施工管理基準（案）　新旧対象表

－25 －30 －25 －30

－15 －20 －15 －20

－9 －12 －9 －12

６
一
般
舗
装
工

厚　　さ －8
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1,000㎡に１個の割でコアーを
採取もしくは掘り起こして測定。

厚　　さ －3

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1,000㎡に１個の割でコアーを
採取して測定。

3-1-6-13

幅 －50 ―

６
一
般
舗
装
工

13 ４ 薄層カラー舗装工

（加熱アスファルト
安定処理工）

13 ３ 薄層カラー舗装工

（上層路盤工）
セメント（石灰）安
定処理工

厚　　さ －5

工事規模の考え方
中規模とは、１層あたりの施工面積

が2,000㎡以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱アス
ファルト混合物の総使用量が500ｔ未
満あるいは施工面積が2,000㎡未満。
厚さは、個々の測定値が10個に９個以
上の割合で規格値を満足しなければな
らないとともに、10個の測定値の平均
値（Ｘ10）について満足しなければな
らない。ただし、厚さのデータ数が10
個未満の場合は測定値の平均値は適用
しない。

コアー採取について
橋面舗装等でコアー採取により床版等
に損傷を与える恐れのある場合は、他
の方法によることが出来る。

3-1-6-13

幅 －50 ―
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装
工

６
一
般
舗
装
工

13 ５ 薄層カラー舗装工

（基層工）
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３
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木
工
事
共
通
編

１
一
般
施
工

３
土
木
工
事
共
通
編

１
一
般
施
工

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1,000㎡に１個の割でコアーを
採取して測定。ただし、幅は設計図書
の測点によらず延長80ｍ以下の間隔で
測定することができる。

3-1-6-13

幅 －50 ―

厚　　さ －8
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1,000㎡に１個の割でコアーを
採取もしくは掘り起こして測定。ただ
し、幅は設計図書の測点によらず延長
80ｍ以下の間隔で測定することができ
る。

工事規模の考え方
中規模とは、１層あたりの施工面積

が2,000㎡以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱アス
ファルト混合物の総使用量が500ｔ未
満あるいは施工面積が2,000㎡未満。
厚さは、個々の測定値が10個に９個以
上の割合で規格値を満足しなければな
らないとともに、10個の測定値の平均
値（Ｘ10）について満足しなければな
らない。ただし、厚さのデータ数が10
個未満の場合は測定値の平均値は適用
しない。

コアー採取について
橋面舗装等でコアー採取により床版等
に損傷を与える恐れのある場合は、他
の方法によることが出来る。

3-1-6-13

幅 －50 ―

13 ３ 薄層カラー舗装工

（上層路盤工）
セメント（石灰）安
定処理工

３
土
木
工
事
共
通
編

１
一
般
施
工

３
土
木
工
事
共
通
編

１
一
般
施
工

３
土
木
工
事
共
通
編

１
一
般
施
工

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1,000㎡に１個の割でコアーを
採取して測定。ただし、幅は設計図書
の測点によらず延長80ｍ以下の間隔で
測定することができる。

3-1-6-13

幅 －25 ―

６
一
般
舗
装
工

13 ５ 薄層カラー舗装工

（基層工）

厚　　さ －3

厚　　さ －5
６
一
般
舗
装
工

13 ４ 薄層カラー舗装工

（加熱アスファルト
安定処理工）

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1,000㎡に１個の割でコアーを
採取して測定。

3-1-6-13

幅 －25 ―

準拠する要領の制定等に対応

準拠する要領の制定等に対応

準拠する要領の制定等に対応
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2-3 情報化施工
　　「ＴＳを用いた出来形管理要領（土工編）」（平成24年3月29日付け国官技第347号、国総公第85号）による出来形管理を行った場合には、出来形管理写真の
撮影頻度及び撮影方法は、同要領の規定による。
　また、「ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛土の締固め管理要領」による品質管理を行った場合には、品質管理写真の撮影頻度及び撮影方法は、写真管理基準のほか、
同要領の規定による。

2-3 情報化施工及び３次元データによる施工管理（参考）
   ＩＣＴ技術を試行した場合の施工管理については、「「ＩＣＴの全面的な活用」の試行拡大について（通知）」（平成29年11月22日付け技第712号）の規定によるも
のとする。
   「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を
用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「ＲＴＫ-ＧＮＳＳを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理要領（土
工編）（案）」、「無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理
要領（案）」、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「ＴＳ
（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（案）」による出来形管理を
行った場合には、出来形管理写真の撮影頻度及び撮影方法は、写真管理基準のほか、同要領の規定による。
　また、「ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛土の締固め管理要領」による品質管理を行った場合には、品質管理写真の撮影頻度及び撮影方法は、写真管理基準のほか、
同要領の規定による。

準拠する要領の制定等に対応

191

2-4 写真の省略
　工事写真は以下の場合に省略するものとする。
     （1）品質管理写真について、公的機関で実施された品質証明書を保管整備できる場合は、撮影を省略するものとする。
     （2）出来形管理写真について、完成後測定可能な部分については、出来形管理状況のわかる写真を工種ごとに１回撮影し、後は撮影を省略するものとす
る。
     （3）監督員が臨場して段階確認した箇所は、出来形管理写真の撮影を省略するものとする。

2-4 写真の省略
　工事写真は以下の場合に省略するものとする。
     （1）品質管理写真について、公的機関で実施された品質証明書を保管整備できる場合は、撮影を省略するものとする。
     （2）出来形管理写真について、完成後測定可能な部分については、出来形管理状況のわかる写真を工種ごとに１回撮影し、後は撮影を省略するものとす
る。
     （3）監督員が臨場して段階確認した箇所は、出来形管理写真の撮影を省略するものとし、臨場時の状況写真は不要とする。

最新の運用に基づき改訂

別紙「フィルムカメラを使用した場合の写真管理基準（案）」 別紙「フィルムカメラを使用した場合の写真管理基準（案）」

254

2-3 情報化施工
　　「ＴＳを用いた出来形管理要領（土工編）」（平成24年3月29日付け国官技第347号、国総公第85号）による出来形管理を行った場合には、出来形管理写真の
撮影頻度及び撮影方法は、同要領の規定による。
　また、「ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛土の締固め管理要領」による品質管理を行った場合には、品質管理写真の撮影頻度及び撮影方法は、写真管理基準のほか、
同要領の規定による。

2-3 情報化施工及び３次元データによる施工管理（参考）
   ＩＣＴ技術を試行した場合の施工管理については、「「ＩＣＴの全面的な活用」の試行拡大について（通知）」（平成29年11月22日付け技第712号）の規定によるも
のとする。
   「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を
用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「ＲＴＫ-ＧＮＳＳを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理要領（土
工編）（案）」、「無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理
要領（案）」、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「ＴＳ
（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（案）」による出来形管理を
行った場合には、出来形管理写真の撮影頻度及び撮影方法は、写真管理基準のほか、同要領の規定による。
　また、「ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛土の締固め管理要領」による品質管理を行った場合には、品質管理写真の撮影頻度及び撮影方法は、写真管理基準のほか、
同要領の規定による。

準拠する要領の制定等に対応

255

2-4 写真の省略
　工事写真は以下の場合に省略するものとする。
     （1）品質管理写真について、公的機関で実施された品質証明書を保管整備できる場合は、撮影を省略するものとする。
     （2）出来形管理写真について、完成後測定可能な部分については、出来形管理状況のわかる写真を工種ごとに１回撮影し、後は撮影を省略するものとす
る。
     （3）監督員が臨場して段階確認した箇所は、出来形管理写真の撮影を省略するものとする。

2-4 写真の省略
　工事写真は以下の場合に省略するものとする。
     （1）品質管理写真について、公的機関で実施された品質証明書を保管整備できる場合は、撮影を省略するものとする。
     （2）出来形管理写真について、完成後測定可能な部分については、出来形管理状況のわかる写真を工種ごとに１回撮影し、後は撮影を省略するものとす
る。
     （3）監督員が臨場して段階確認した箇所は、出来形管理写真の撮影を省略するものとし、臨場時の状況写真は不要とする。

最新の運用に基づき改訂

新潟県土木工事標準仕様書（その２）　写真管理基準（案）　新旧対象表

【現行（平成29年度）】　写真管理基準（案）　　新潟県　平成29年度版 【改定案（平成30年度）】　写真管理基準（案）　　新潟県　平成30年度版 改定理由ページ
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１．用途については標準的なものを示したもので、構造物の目的、現場条件等を考慮して配合を決定する。 １．用途については標準的なものを示したもので、構造物の目的、現場条件等を考慮して水セメント比等の配合を決定する。 2017年制定コンクリート標準示方
書において、水セメント比の上限
の記述が削除され、配合設計する
際の検討材料が示された。このた
め、代表的な検討項目として例示
した。

47

18.塩害地域の橋梁等における耐久性に関する設計上の目標期間として100年を目安とする場合の水ｾﾒﾝﾄ比は、道路橋示方書・同解説Ⅲｺﾝｸﾘｰﾄ橋偏(平成24
年3月、社団法人日本道路協会）Ｐ178 表－解5.2.1 に示す水ｾﾒﾝﾄ比以下とする。

18.塩害地域の橋梁等における耐久性に関する設計上の目標期間として100年を目安とする場合の水ｾﾒﾝﾄ比は、道路橋示方書・同解説Ⅲｺﾝｸﾘｰﾄ橋・コンクリー
ト部材偏(平成29年11月、社団法人日本道路協会）Ｐ186 表－解6.2.1 に示す水ｾﾒﾝﾄ比以下とする。

適用する諸基準の改定

                                                                                                技第1 0 1 9 号
                                                                                                平成29 年9 月8 日
土木部関係課長 様
地域振興局土木部関係部（所）長 様
流域下水道事務所長 様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土木部 技術管理課長

                 非破壊試験等によるコンクリートの品質管理について（通知）

  このことについて、新潟県土木部ではコンクリート構造物の出来形及び品質の確保を一層図るとともに、監督・検査の充実を目的として、非破壊試験等によるコ
ンクリートの品質管理手法を平成23 年度から導入し実施してきたところです。国土交通省が実施している非破壊試験等によるコンクリートの品質管理手法に基
づき、微破壊・非破壊試験を用いたコンクリート構造物の品質管理を行うため、コンクリートの品質管理手法を下記のとおり改正します。なお、「非破壊試験による
配筋状態およびかぶり測定を用いた品質管理について（平成23年3 月14 日付け技第1025 号）及び「「微破壊・非破壊試験によるコンクリート強度測定要領
（案）」によるコンクリートの強度測定の試行対象工事について」（平成23 年11 月30日付け事務連絡）は廃止します。 市町村長へは別途通知します。

                                                           記

１ 品質管理手法の改正
微破壊・非破壊試験によるコンクリートの強度測定を追加し、品質管理手法を以下のとおりとする。
１．「微破壊・非破壊試験によるコンクリートの強度測定を用いた品質管理について」
２．「非破壊試験による配筋状態及びかぶり測定を用いた品質管理について」

２ 試験に要する費用
試験の費用については、積算基準改定（平成29 年10 月1 日以降適用予定）に伴い、「共通仮設費率」に含まれることから、技術管理費への積み上げ計上は不
要。

３ 適用
本改正については、「非破壊試験等によるコンクリートの品質管理について」は、平成29 年10 月１日以降契約する工事から適用する。

（削除） 通知の廃止に対応
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別紙 １
１．微破壊・非破壊試験によるコンクリートの強度測定を用いた品質管理について

第１ 目的
微破壊・非破壊試験を用いた品質管理手法（以下、「本手法」という。）は、微破壊・非破壊試験を用いてコンクリート構造物の強度が適正に確保さ
れていることを確認するために行うものであり、この手法を活用した施工管理や監督・検査の充実を図ることでコンクリート構造物の適正な品質確
保をめざすものである。

第２ 試行における対象工事の範囲
新設のコンクリート構造物のうち、橋長３０ｍ以上の橋梁上部工事及び橋梁下部工事を対象とする。
なお、新潟県土木工事標準仕様書等では対象工事を規定していないことから、対象工事については、当分の間、橋長30ｍ以上の新設橋梁工事
の内、橋梁構造物の品質確保の検討を目的として本庁主務課で試行対象とした箇所で実施する。

第３ 発注者及び受注者が実施すべき事項
微破壊・非破壊試験を用いたコンクリート構造物の品質管理は、「微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物の強度測定要領（平成24 年3 月国
土交通省大臣官房技術調査課）」（以下、「強度測定要領」という。）に従い実施するものとする。その際、発注者及び受注者が実施すべき事項は
下記の１から３とする。
１．受注者による施工管理
受注者は、「強度測定要領」に基づき、日常の施工管理を実施する。また、測定方法や測定箇所等については、施工計画書に記載し提出するとと
もに、測定結果については、測定結果報告書（「要領3.4 測定に関する資料の提出等」参照）を作成し提出する。
２．監督職員による立会及び報告書の確認
監督職員は、受注者が行う非破壊試験に対し、１工事につき１回以上立会するとともに、任意の位置を選定（１箇所以上）し、受注者に非破壊試験
を実施させ、測定結果報告書を確認する。
３．検査職員による検査
検査職員は、完成検査時に全ての測定結果報告書を確認する。また、臨時検査時においても、出来るだけ測定結果報告書の活用による検査の
実施を行うものとする。

（削除） 通知の廃止に対応
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第４ 試験に要する費用
試験に要する費用は、品質管理基準に記載されている試験項目であり、共通仮設費率に含まれる。
第５ その他
発注者及び受注者は、本手法の趣旨及び微破壊・非破壊試験の実施手法を十分に理解しつつ、本手法の円滑な実施に努めるものとする。な
お、本手法によりコンクリート構造物の強度を測定する場合は、「土木コンクリート構造物の品質確保について」（国官技第61 号、平成13 年3 月27
日）に基づいて行うテストハンマーによる強度測定調査を省略することができるものとする。
第６ 関連資料等
●微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物の強度測定要領（平成24 年3 月国土交通省大臣官房技術調査課）
●微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物の強度測定要領(解説)（平成24 年3 月国土交通省大臣官房技術調査課）

（削除） 通知の廃止に対応
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別紙 ２
２．非破壊試験による配筋状態及びかぶり測定を用いた品質管理について

第１ 目的
非破壊試験を用いた品質管理手法（以下、「本手法」という。）は、非破壊試験を用いてコンクリート構造物の鉄筋の配筋状態及びかぶりが適正に
確保されていることを確認するために行うものであり、コンクリート構造物の適正な品質確保並びに施工管理や監督・検査の充実を目指すものであ
る。

第２ 試行における対象工事の範囲
対象構造物は、新設のコンクリート構造物のうち、橋梁上部工事、橋梁下部工事及び重要構造物である内空断面積25ｍ2 以上のボックスカル
バート（工場製作のプレキャスト製品は全ての工種において対象外）を対象とする。

第３ 発注者及び受注者が実施すべき事項
非破壊試験を用いたコンクリート構造物の品質管理は、「非破壊試験によるコンクート構造物中の配筋状態及びかぶり測定（平成24 年3 月国土交
通省大臣官房技術調査課）」（以下、「鉄筋測定要領」という。）に従い実施するものとする。その際、発注者（監督職員、検査職員）及び受注者が
実施すべき事項は下記の１から３とする。
１．受注者による施工管理
受注者は、「鉄筋測定要領」に基づき、日常の施工管理を実施する。また、測定方法や測定箇所等については、施工計画書に記載し提出するとと
もに、測定結果については、試験結果報告書（「要領3.4 測定に関する資料の提出等」参照）を作成し提出する。
２．監督職員による立会及び報告書の確認
監督職員は、受注者が行う非破壊試験に対して、１工事につき１回以上立会するとともに、任意の位置を選定（１箇所以上）し、施工者に非破壊試
験を実施さ
せ、測定結果報告書を確認する。
３．検査職員による検査
検査職員は、完成検査時に全ての測定結果報告書を確認する。また、臨時検査時においても、出来るだけ測定結果報告書の活用による検査の
実施を行うものとする。
第４ 試験に要する費用
試験に要する費用は、品質管理基準に記載されている試験項目であり、共通仮設費率に含まれる。

（削除） 通知の廃止に対応

102

第５ その他
発注者及び受注者は、本手法の趣旨及び微破壊・非破壊試験の実施手法を十分に理解しつつ、本手法の円滑な実施に努めるものとする。

第６ 関連資料等
●「非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定要領」（平成24 年3 月 国土交通省大臣官房技術調査課）
「● 非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定要領（解説）」（平成24 年3 月 国土交通省大臣官房技術調査課）

（削除） 通知の廃止に対応
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（特記仕様書作成例）
○特記仕様書の明示について
設計書の特記仕様書の施工条件関係の明示項目「ⅩⅠその他」の施工条件「４．その他」の欄に明示してください。
○設計書の特記仕様書の施工条件関係の作成例
●橋梁上部工事の場合
本工事の橋梁上部工については非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶりの測定を行う。測定方法については監督員と協議
すること。
●橋梁下部工事の場合
本工事の橋梁下部工については非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶりの測定を行う。測定方法については監督員と協議
すること。
●ボックスカルバート（内空２５m2 以上）の場合
本工事のボックスカルバートについては非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶりの測定を行う。測定方法については監督員
と協議す
ること。

（削除） 通知の廃止に対応


